
 

様式Ａ－２ 

不利益処分一覧表 

（令和 7年（2025年） １月 ３１日作成） 

［所管：都市計画推進部建築審査課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 

１ 建築基準法 ６－７ 建築基準関係規定に適合しない Ａ 

２ 建築基準法 ６－７ 建築基準関係規定に適合するか

どうか決定できない 

Ａ 

３ 建築基準法 ７－５ 検査済証を交付できない Ａ 

４ 建築基準法 ７の３－５ 中間検査合格証を交付できない Ａ 

５ 建築基準法 １８－１５ 建築基準関係規定に適合しない Ａ 

６ 建築基準法 １８－１５ 建築基準関係規定に適合するか

どうか決定できない 

Ａ 

７ 建築基準法 １８－２２ 検査済証を交付できない Ａ 

８ 建築基準法 １８－３０ 中間検査合格証を交付できない Ａ 

９ 長期優良住宅の普及の

促進に関する法律 

１４ 計画認定の取消し Ａ 

１０ 都市の低炭素化の促進

に関する法律 

５８ 計画認定の取消し Ａ 

１１ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

１２－５、 

１３－６ 

適合するかどうかを決定するこ

とができない 

Ａ 

１２ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

１４－１ 特定建築物に係る基準適合命令 Ａ 

１３ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

１６－１ 住宅部分に係る指示 Ａ 

１４ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

１６－２ 指示に係る措置をとるべきこと

の命令 

Ａ 

１５ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

１９－２ 届出に係る計画の変更その他必

要な措置をとるべきことの指示 

Ａ 



№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 

１６ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

１９－３ 指示に係る措置をとるべきこと

の命令 

Ａ 

１７ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

３９ 建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の取消し 

Ａ 

１８ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律 

４２ 基準適合認定建築物に係る認定

の取消し 

Ａ 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 建築基準関係規定に適合しない 

根拠法令及び条項 建築基準法第６条第７項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない 

根拠法令及び条項 建築基準法第６条第７項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
検査済証を交付できない  

 

根拠法令及び条項 建築基準法第７条第５項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 建築基準法施行規則第４条の３の２第１項 

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 
中間検査合格証を交付できない 

 

根拠法令及び条項 建築基準法第７条の３第５項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 建築基準法施行規則第４条の９第１項 

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 建築基準関係規定に適合しない 

根拠法令及び条項 建築基準法第１８条第１５項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない 

根拠法令及び条項 建築基準法第１８条第１５項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 検査済証を交付できない 

根拠法令及び条項 建築基準法第１８条第２２項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 中間検査合格証を交付できない 

根拠法令及び条項 建築基準法第１８条第３０項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 計画認定の取消し 

根拠法令及び条項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課建築審査係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 計画認定の取消し 

根拠法令及び条項 都市の低炭素化の促進に関する法律第５８条 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 適合するかどうかを決定することができない 

根拠法令及び条項 
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１２条第５項、

第１３条第６項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第２条第３号 

基  準 

建築物エネルギー消費性能基準 

参考事項 
 

 

備考 
 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 特定建築物に係る基準適合命令 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１４条第１項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第１１条第１項 

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 住宅部分に係る指示 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１６条第１項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第２条第３号 

基  準 

建築物エネルギー消費性能基準 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 指示に係る措置をとるべきことの命令 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１６条第２項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第１６条第１項 

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことの指示 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１９条第２項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第２条第３号 

基  準 

建築物エネルギー消費性能基準 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 指示に係る措置をとるべきことの命令 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１９条第３項 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第１９条第２項 

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３９条 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第３８条 

基  準 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 基準適合認定建築物に係る認定の取消し 

根拠法令及び条項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第４２条 

所管部課（室）係名 都市計画推進部建築審査課設備係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 同法第２条第３号 

基  準 

建築物エネルギー消費性能基準 

参考事項 
 

 

備考 
 

  


